
　別紙１

認可申請者（認可事業者）

住所

氏名

電話

設計者（工事監理者）

住所

氏名

電話

資格名および登録番号

建築士事務所名および登録番号

１　認可住宅の概要

(1) 所在地 函館市　　　　町　　　　丁目　　　　番

(2) 事業の認可に係る戸数 　　　戸

(3) 整備の着手（着手予定）年月日 　　　　年　　月　　日

(4) 整備の完了（完了予定）年月日 　　　　年　　月　　日

２　本確認書の種別 ※該当する項を○で囲む

 (1)　新築により認可住宅の整備をするもの

 (2)　既存の住宅等の改良により認可住宅の整備をするもの

 (3)　既存住宅によるもので整備を伴わないもの

　認可申請者による現地検査に基づく基準確認

３　基準の確認

　　認可住宅基準チェックリスト（別表）のとおり

  イ　整備完了後：認可申請者または認可事業者および設計者または工事監理者による現地検査

　　　　　　　　　に基づく基準確認

  ア　整備完了前：認可申請者および設計者による設計図書に基づく基準確認

  イ　整備完了後：認可申請者または認可事業者および設計者または工事監理者による現地検査

　　　　　　　　　に基づく基準確認

認可住宅基準確認書

　　　　年　　月　　日　

記

　下記のとおり事業の認可に係る賃貸住宅（以下「認可住宅」という。）が高齢者の居住の安定確

保に関する法律第54条第１号に掲げる基準に適合していることを確認しましたので，届け出ます。

　函　館　市　長　　様　　

  ア　整備完了前：認可申請者および設計者による設計図書に基づく基準確認



　別紙１

認可申請者（認可事業者）

住所 函館市○○町○番○号

氏名 ○○　○○

電話

設計者（工事監理者）

住所 函館市○○町○番○号

氏名 □□　□□

電話

資格名および登録番号

 １級建築士　大臣登録第○○号

建築士事務所名および登録番号

 １級建築士事務所　北海道知事登録第(渡）○○号

１　認可住宅の概要

(1) 所在地 函館市 ○○ 町 ○○ 番 ○○

(2) 事業の認可に係る戸数 　２０　戸

(3) 整備の着手（着手予定）年月日 平成 ２０ 年 ８ 月 ２０ 日

(4) 整備の完了（完了予定）年月日 平成 ２１ 年 ３ 月 ２０ 日

２　本確認書の種別 ※該当する項を○で囲む

 (1)　新築により認可住宅の整備をするもの

 (2)　既存の住宅等の改良により認可住宅の整備をするもの

 (3)　既存住宅によるもので整備を伴わないもの

　認可申請者による現地検査に基づく基準確認

３　基準の確認

　　認可住宅基準チェックリスト（別表）のとおり

記

  ア　整備完了前：認可申請者および設計者による設計図書に基づく基準確認

  イ　整備完了後：認可申請者または認可事業者および設計者または工事監理者による現地検査

　　　　　　　　　に基づく基準確認

  ア　整備完了前：認可申請者および設計者による設計図書に基づく基準確認

  イ　整備完了後：認可申請者または認可事業者および設計者または工事監理者による現地検査

　　　　　　　　　に基づく基準確認

記載例　　　　新築整備の場合：着工前における認可申請の場合（認可申請書への添付）

認可住宅基準確認書

平成２０年６月２０日

　函　館　市　長　　様　　

　下記のとおり事業の認可に係る賃貸住宅（以下「認可住宅」という。）が高齢者の居住の安定確

保に関する法律第54条第１号に掲げる基準に適合していることを確認しましたので，届け出ます。



　別紙１

認可申請者（認可事業者）

住所 函館市○○町○番○号

氏名 ○○　○○

電話

設計者（工事監理者）

住所 函館市○○町○番○号

氏名 □□　□□

電話

資格名および登録番号

 １級建築士　大臣登録第○○号

建築士事務所名および登録番号

 １級建築士事務所　北海道知事登録第(渡）○○号

１　認可住宅の概要

(1) 所在地 函館市 ○○ 町 ○○ 番 ○○

(2) 事業の認可に係る戸数 　２０　戸

(3) 整備の着手（着手予定）年月日 平成 ２０ 年 ８ 月 ３０ 日

(4) 整備の完了（完了予定）年月日 平成 ２１ 年 ３ 月 １８ 日

２　本確認書の種別 ※該当する項を○で囲む

 (1)　新築により認可住宅の整備をするもの

 (2)　既存の住宅等の改良により認可住宅の整備をするもの

 (3)　既存住宅によるもので整備を伴わないもの

　認可申請者による現地検査に基づく基準確認

３　基準の確認

　　認可住宅基準チェックリスト（別表）のとおり

  ア　整備完了前：認可申請者および設計者による設計図書に基づく基準確認

  イ　整備完了後：認可申請者または認可事業者および設計者または工事監理者による現地検査

　　　　　　　　　に基づく基準確認

  ア　整備完了前：認可申請者および設計者による設計図書に基づく基準確認

  イ　整備完了後：認可申請者または認可事業者および設計者または工事監理者による現地検査

　　　　　　　　　に基づく基準確認

平成２１年３月１８日

　函　館　市　長　　様　　

　下記のとおり事業の認可に係る賃貸住宅（以下「認可住宅」という。）が高齢者の居住の安定確

保に関する法律第54条第１号に掲げる基準に適合していることを確認しましたので，届け出ます。

記

記載例　　　　新築整備の場合：認可後の竣工時における認可住宅整備完了報告書への添付

認可住宅基準確認書


